
実用新案法の改正案(2020年 9月 24日、2021年 1月 22日) 

  

実用新案法の改正案が 2020 年 9 月 24 日に続き、2021 年 1 月 22 日にも発議されたた

め、その内容をお知らせする。 

  

実用新案は、小発明を奨励するために特許とは区分された別個の制度として制定された

が、その出願件数は年々減少しており、2020 年は年間 5,000 件程度(特許出願件数に対

して 2％台の比率)と、極めて少ない件数にとどまっている。韓国の実用新案は審査請求制

度をとっており、実用新案のメリットとしては、低廉な費用で容易に権利を取得できる点

が挙げられるが、特許でも様々な減免制度が新設されてきており、費用面のメリットは小

さくなっていた。実用新案の進歩性の判断は、法律条文上では、「極めて容易に」とされ

ていて特許より低いものと定義されるが、実際の審査における判断では、その両者の区別

は容易ではなく、統計上もその登録率が低いといった点が実用新案の出願件数が減少した

原因であると考えられる。 

  

こうした状況の中で、実用新案の活用度を高めるための改正案が発議された。発議された

2 つの改正案は、特許に比べて進歩性の要件を緩和する代わりに、出願人側に実施または

事業化の要件を追加する点で共通しており、これにより実際の実施者の保護を図ってい

る。これらの改正案は、審議などの手続も残しており、未だ確定はしていない。ただし、

実用新案の改善が必要であるという韓国国内の認識が拡散されつつある状況のため、今後

の進展を見守る必要があると思われる。 

  

2 つの改正案の主要内容を紹介すると、以下の通り。 

  

1.    2020 年 9 月 24 日の実用新案法の改正案の主要内容 

  

-      用語の変更：「実用新案法」→「小発明保護法」、「考案」→「小発明」 

-      進歩性の要件の緩和：1 つの公知文献に限定 

-      審査請求の要件：出願された小発明を業として 「実施中」または「実施予定」

を要求 



-      存続期間の短縮：10 年→5 年 

-      差止請求権の制限：権利者が「業として」実施する場合にのみ差止請求可能 

-      審査請求期間の短縮：3 年→1 年 2 月 

-      出願公開の拡大：最優先日から 1 年 6 カ月以内でも審査請求があれば公開 

  

2.    2021 年 1 月 22 日の実用新案法の改正案の主要内容 

  

-      進歩性の要件の緩和：2 つ以上の考案が結合した場合などに登録可能 

-      事業化の要件の新設：事業化または事業化推進中の場合にのみ登録可能 

  

 

[配信停止] 本 Legal updates の配信停止をご希望の場合は、配信停止をクリックしてください。  
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